
 

 

 

① 介護保険に加入する人、サービスを受けられる人 

 

年  齢 被 保 険 者 保   険   料 利  用  で  き  る  時 

～39歳 加入しない な      し な          し 

40歳～64歳 2号保険者 
加入している医療保

険に含める 

老化に伴う病気（16の特定疾病）によ

り介護や日常生活に手助けが必要とな

った時 

65歳～ 1号保険者 
・年金から天引き 

・口座振替や納付書 
要介護・要支援状態になった時 

 

② 介護保険の手続き 

 

1.要介護（要支援）認定の申請 

●自治体の介護保険課 

●地域包括支援センター 

●本人・家族の直接申請 

 

 

2. 主 治 医 意 見 書  2.認定調査（訪問調査） 

主治医（かかりつけ医）

に自治体より直接依頼 

 自治体から委託を受けた

調査員が自宅等を訪問 

 

 

3.   判   定 

一 次 判 定  二次判定（介護認定審査会） 

認定調査結果をもと

に全国共通のソフト

を用い判定 

保健・医療・福祉の専門家に

よる介護認定審査会が要介

護度を審査・判定 

 

 

認定・結果通知  ケアプランの作成  サービス利用 

 

 

 

 

介護保険制度と手続き 

約
三
十
日
程
度 



③ 利用できるサービスと介護報酬の単位数（一例） 

（神戸市介護保険サービス事業者ガイドブック 2022年参考） 

 サービスの種類 

要支援

1・2 

（介護予

防） 

要介護

1～5 

単 位 数 

要支援 要介護 

自 

宅 

で 

利 

用 

訪問介護 

m：分  

h：時間 

 ● 

 身体介護中心 

20m未満 167 

20m～30m 未満 250 

30m～1h未満 396 

1h以上 579 

30分増すごとに 84 

夜間・早朝加算 25％ 

深夜加算 50％ 

緊急時 100 

生活援助中心 

20m～45m 未満 183 

45m以上 225 

通院のための乗車・降車 

片道に付き 99 

夜間・早朝加算 25％ 

深夜加算 50％ 

※別途交通運賃必要 

夜間対応型訪問介護  ●  夜間にヘルパーが訪問 

訪問入浴介護 ● ● 852/1回 1,260/1回 

訪問看護 

a：指定訪問看護ステーション 

b：病院、診療所 

m：分  

h：時間 

● ● 

時間 a b 時間 a b 

20m未満 302 255 20m未満 313 265 

30m未満 450 381 30m未満 470 398 

30m～1h 792 552 30m～1h 821 573 

1～1.5h 1,087 812 1～1.5h 1,125 842 

夜間・早朝 25％、深夜 50％加算 

訪問リハビリテーション ● ● 307/1回 
307/1回（20分以上） 

200/日（短期集中加算） 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 
 ●  

介護度と訪問看護の

有無で月単位の単位

数が異なる 



居宅療養管理指導 ● ● 

同一建物居住者以外 

医師が行う⇒514※月 2回かぎり 

医療機関の薬剤師が行う⇒565※月 2回かぎり 

薬局の薬剤師が行う⇒517※月 4回かぎり 

施 

設 

に 

通 

っ 

て 

利 
用 

通所介護（デイサービス）  ●  

介護度により単位数が違う 

5ｈ～6ｈ 567～979 

6ｈ～7ｈ 581～1,003 

7ｈ～8ｈ 655～1,142 

8ｈ以上は 1 時間毎に

単位数加算がある 

地域密着型通所介護  ●  

介護度により単位数が違う 

5ｈ～6ｈ 655～1,130 

6ｈ～7ｈ 676～1,168 

7ｈ～8ｈ 750～1,308 

8ｈ以上は 1 時間毎に単位

数加算がある 

認知症対応型通所介護 ● ● 

要支援度により単位数が違う 

介護度により単位数

が違う 所要時間 

要支援

1 

要支援

2 

3ｈ～4ｈ 428 475 3ｈ～4ｈ 490～687 

4ｈ～5ｈ 448 497 4ｈ～5ｈ 514～719 

5ｈ～6ｈ 666 742 5ｈ～6ｈ 769～1,097 

6ｈ～7ｈ 683 761 6ｈ～7ｈ 788～1,125 

7ｈ～8ｈ 771 862 7ｈ～8ｈ 892～1,276 

8ｈ～9ｈ 796 889 8ｈ～9ｈ 920～1,318 

9ｈ以上は 1 時間毎に単位数加算がある 

通所リハビリテーション 

（デイケア） 
● ● 

要支援 1 要支援 2 
介護度により単位数

が違う 

2,053/月 3,999/月 2ｈ～3ｈ 380～608 

運動器機能向上加算 

225/月 

3ｈ～4ｈ 483～836 

4ｈ～5ｈ 549～950 

栄養改善加算 

200/月 

5ｈ～6ｈ 618～1,112 

6ｈ～7ｈ 710～1,281 

事業所評価加算 

120/月 

7ｈ～8ｈ 757～1,369 

8ｈ以上は 1 時間毎に単位

数加算がある 



短
期
間
施
説
に
入
所
し
て
利
用 

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 
● ● 

併設型の相部屋（多床室） 

1日に付き 

要支援 1 要支援 2 要 1 596 要 2 665 

446 555 要 3 737 要 4 806 

 要 5 874  

短期入所療養介護 

（ショートステイ） 
● ● 

介護老人保健施設の相部屋（多床室） 

1日に付き 

要支援 1 要支援 2 要 1 827 要 2 876 

610 768 要 3 939 要 4 991 

 要 5 1,045  

生 

活 

環 

境 

を 

整 

え 

る 

福祉用具貸与 ● ● 

歩行補助杖等、自立

支援のための福祉用

具貸出（レンタル料

実費）除く車いす 

車いす、特殊寝台、歩行

器等の貸出（レンタル料

実費）要介護 1は対象外

となるものあり 

特定福祉用具販売 ● ● 

特定介護予防福祉用

具購入費用 

特定福祉用具購入費

用 

1年あたり、購入費用上限 10万円の 9割（又

は 8・7割）を給付（一旦全額負担） 

住宅改修 ● ● 

① 手すりの取付 ② 段差の解消 

③ 滑り防止及び移動円滑化等のための床

又は通路面の材料の変更 

④ 引き戸等の扉の取り替え 

⑤ 洋式便器等への便器取替 

⑥ ①～⑤に付帯して必要な住宅改修 

改修費用上限 20万円の 9割（又は 8・7割）

を給付（一旦全額負担） 

はじめから、費用の異 1～3 割負担で済む方

法もあり（一定の条件付き） 

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

特定施設入居者生活介護 

（介護付き有料老人ホーム等） 
● ● 

1日に付き 

要支援 1 要支援 2 要 1 538 要 2 604 

182 311 要 3 674 要 4 738 

 要 5 807  

小規模多機能型居宅介護 ● ● 

1月に付き 

同一建物に居住以外 
要 1 

10, 

423 
要 2 

15,

318    要支援 1 要支援 2 

3,438 6,948 
要 3 

22,

283 
要 4 

24,

593 同一建物に居住 



要支援 1 要支援 2 
要 5 

27,

117 
 

3,098 6,260 

看護小規模多機能型居宅介護  ●  

「小規模多機能型居

宅介護」と「訪問看護」

の一体的サービス 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
● ● 

1日に付き 

 
短期利用 

30日以内 
 

短期利用 

30日以内 

760 788 要 1 752 780 

「要支援 1」は対象外 

要 2 787 816 

要 3 811 840 

要 4 827 857 

要 5 844 873 

居宅介護支援（介護予防支援） 

（ケアプランの作成） 
● ● 

438/月 

（自己負担無し） 

313～1,398 

（自己負担無し） 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

常に介護を必要とし、在宅介

護が困難な要介護者対象と

し、日常生活の世話や機能訓

練をする施設 

 

●  

1日に付き 

相部屋（多床室） 

要 1 573 要 2 641 

要 3 712 要 4 780 

要 5 847  

ユニット型個室 

要 1 652 要 2 720 

要 3 793 要 4 862 

要 5 929  

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

病状が安定期にある要介護者を対

象とし、看護や医学的管理のもと

で介護、機能訓練をする施設 

 

●  

相部屋（多床室） 

1日に付き 

要 1 788 要 2 836 

要 3 898 要 4 949 

要 5 1,003  

介護医療院/介護療養型医

療施設（療養病床） 

病状が安定期にある要介護者を対

象とし、療養上の管理、看護、医

学的管理のもとで介護などをする

施設（療養病床は R5年度末までの

経過措置） 

 

●  

介護医療院 

要 1 825 要 2 934 

要 3 
1,1

71 
要 4 

1,2

71 

要 5 
1,3

62 

相部屋の

場合（1日） 

※ 以上は、一例で加算のかかる場合もあり。詳しくはケアマネージャー等に相談 



④ 介護保険サービスの利用者負担 

 

 

 

 

 

 ● 利用者負担は 1割（又は 2・3割）利用上限額を超えた分は全額自己負担 

 ● 施設サービスの場合は別に食費・居住費・日常生活費がかかる 

 

⑤ 利用上限額 

 

区   分 1ヶ月あたりの利用上限額 

要 支 援 1 ５，０３２単位／月 

要 支 援 2 １０，５３１単位／月 

要 介 護 1 １６，７６５単位／月 

要 介 護 2 １９，７０５単位／月 

要 介 護 3 ２７，０４８単位／月 

要 介 護 4 ３０，９３８単位／月 

要 介 護 5 ３６，２１７単位／月 

 

 ● 1単位あたりの単価は、地域・サービスによって異なる。1単位＝約 10円 

 

 

 

 

 

 

 

 

9割（又は 8・7割） 1割（又は 2・3割） 

介護保険の給付分 利用者負担 

利用上限額 越えた分 


